
※下線部は前回からの変更点

県（被災地への支援） 平成29年3月31日14時30分 現在

№ 区分 依頼元 担当課 支援内容 対応状況

1 人的 厚生労働省
医療政策課
県立病院課

ＤＭＡＴ（災害派遣医療
ﾁｰﾑ）の派遣

島根ＤＭＡＴ１次隊
　4/16：10隊52名を派遣
　4/16～18：現地支援
　4/18：10隊撤収
島根ＤＭＡＴ２次隊
　4/18：3隊16名を派遣
　4/19～20：阿蘇医療センターで診療支援
　4/20：3隊撤収
島根ＤＭＡＴ３次隊
　4/20：3病院から6名を派遣
　4/21：阿蘇地域避難所の医療需要調査を実施
　4/22：阿蘇医療センターで診療支援後、撤収

2 人的 全国知事会
政策企画監室
医療政策課

医療救護班の派遣

4/19：県内の医療機関等に派遣要請
第1班
　県立中央病院（医師1名、看護師2名、薬剤師1名)
　益田赤十字病院（業務調整員1名）　合計5名
　4/22：派遣
　4/23～25：南阿蘇村白水地区を中心とした村内
　　　　　　避難所で医療救護活動を実施
　　　　　　※4/25の業務終了をもって撤収
第2班
　県立中央病院　5名（医師1名、看護師2名、薬剤
　師1名、業務調整員1名）
　4/25：派遣
　4/26：南阿蘇村白水地区の避難所で医療救護活動を実施
　4/27：南阿蘇村の介護施設等を巡回し、医療救護活動を
　　　　実施
　4/28：南阿蘇村白水地区の避難所等で医療救護
　　　　活動　※4/28の業務終了をもって撤収
　　　　（熊本県の医療救護班派遣要請解除により島根県
　　　　　医療救護班派遣終了）
　4/29：帰県

平成28年熊本地震に係る支援状況

●今後は、内容に変更があれば、更新します。
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№ 区分 依頼元 担当課 支援内容 対応状況

熊本市への派遣
　4/18：派遣決定
　第1班（保健師2名、業務調整員2名：計4名）
　  4/20：派遣
 　 4/21～23：熊本市南区で活動
　　4/24：帰県
　第2班（公衆衛生医師1名、保健師2名、業務調整員1名：
  　     計4名)
　　4/23：派遣
　　4/24～28：熊本市南区で活動
　　4/29：帰県
　第3班（公衆衛生医師1名、保健師2名、業務調整員1名：
　　　　 計4名、5/2,5/3は公衆衛生医師2名：計5名）
　　4/28：派遣
　　4/29～5/3：熊本市南区で活動
  　5/4：帰県
　第4班（保健師2名(うち1名は江津市派遣）、業務調整員
  　     2名：計4名、5/4,5/5は公衆衛生医師1名：計5名）
　　5/3：派遣
　　5/4～8：熊本市南区で活動
  　5/9：帰県

　第5班（保健師2名(うち1名は江津市派遣）、管理栄養士
  　     1名、業務調整員2名：計5名)
　　5/8：派遣
　　5/9～13：熊本市内で活動
　　5/14：帰県
　第6班（公衆衛生医師1名、保健師2名（うち1名は浜田市
  　     派遣）、業務調整員1名：計4名）
　　5/13：派遣
　　5/14～18：熊本市内で活動
　　5/19：帰県
　第7班（保健師1名、管理栄養士1名、業務調整員2名：
　　　　 計4名)
  　5/18：派遣
　　5/19～23：熊本市内で活動
　　5/24：帰県
　第8班（保健師2名、業務調整員2名：計4名）
　　5/23：派遣
　　5/24～28：熊本市内で活動
　　5/29：帰県

益城町への派遣
　5/31：派遣決定
　第1班（公衆衛生医師1名、保健師2名（うち1名は松江市派遣）
　 　　　業務調整員1名：計4名）
　　6/6：派遣
　　6/7～10：益城町で活動
　　6/11：帰県
　第2班（保健師2名（松江市、雲南市派遣各1名）、業務調整員1名：計3名）
　　6/10：派遣
　　6/11～14：益城町で活動
　　6/15：帰県
　第3班（保健師2名（出雲市、浜田市派遣各1名）、業務調整員1名：計3名）
　　6/14：派遣
　　6/15～18：益城町で活動
　　6/19:帰県
　第4班（保健師2名（うち1名は江津市派遣）、業務調整員1名：計3名）
　　6/18：派遣
　　6/19～22:益城町で活動
　　6/23：帰県

　第5班（保健師2名（松江市、出雲市派遣各1名）、業務調整員1名：計3名）
　　6/22：派遣
　　6/23～26：益城町で活動
　　6/27：帰県
　第6班（保健師2名（うち1名は松江市派遣）、業務調整員1名：計3名）
　　6/26：派遣
　　6/27～30：益城町で活動
　　7/1：帰県
　第7班（保健師2名（出雲市、江津市派遣各1名）、業務調整員1名）
　　6/30：派遣
　　7/1～4：益城町で活動
　　7/5：帰県
　第8班（保健師2名（浜田市、雲南市派遣各1名）、業務調整員1名：
         計3名）
　　7/4：派遣
　　7/5～8：益城町で活動
　　7/9：帰県
　第9班（保健師2名（江津市、益田市派遣各1名）、業務調整員1名：
         計3名）
　　7/8：派遣
　　7/9～12：益城町で活動
　　7/13：帰県
　第10班（保健師2名（うち1名は松江市派遣）、業務調整員1名：計3名）
　　7/12：派遣
　　7/13～15：益城町で活動
　　7/16：帰県（7/15をもって派遣終了）

3 人的 厚生労働省 健康推進課 保健師の派遣
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№ 区分 依頼元 担当課 支援内容 対応状況

4 人的 厚生労働省
障がい福祉課
県立病院課

ＤＰＡＴ（災害派遣精神
医療ﾁｰﾑ）の派遣

4/19：派遣決定
第1班
　県立こころの医療センター（医師1名、看護師2名、
  業務調整員1名：合計4名）
　4/21：派遣
　4/22～23：熊本市中央区、南区で活動
　4/24：帰県
第2班
　県立こころの医療センター（医師1名、看護師2名、
                            業務調整員1名）、
  県立心と体の相談センター（医師1名）：計5名
　4/23：派遣
　4/24～25：熊本市南区で活動
　4/26：帰県

5 人的 消防庁 消防総務課 緊急消防援助隊の派遣

統合機動部隊
　4/16：第一次隊（5隊23名）派遣
　4/17：熊本県内の被災地で活動開始
　4/18：第二次隊（5隊23名）派遣（交替）
　4/19：第二次隊は活動継続
　　　　第一次隊は松江消防本部に帰庁
　4/20：第二次隊は活動継続
　　　　第三次隊（5隊23名）派遣（交替）
  4/21：第三次隊は活動継続、本日の活動終了後
　　　　引揚が決定（消防庁より通知）
　　　　第二次隊は松江消防本部に帰庁
  4/22：第三次隊は現地から引揚、松江消防本部に帰庁
航空小隊（島根県防災ヘリ）
　4/16：出発、任務を付与され活動、その後現地
        本部の指示により同日のうちに出雲空港に帰投し
        待機
　4/17以降、出雲空港で待機
　4/21：統合機動部隊活動終了後、待機解除
島根県大隊
　4/16：13隊50人が待機
　4/17以降、13隊50人が待機
　4/21：統合機動部隊活動終了後、待機解除

県警本部 広域緊急援助隊の派遣

広域緊急援助隊警備部隊
　4/15：25名（通信隊1名含む）が出動
　　　　熊本県内の被災地で活動
　4/16～17：熊本県内の被災地で活動
　4/18：帰県
広域警察航空隊
　4/15：第一次部隊4名が出動
　　　　熊本県内の被災地で情報収集活動
　4/16：第一次部隊が帰県
　4/19：第二次部隊4名が出動
　4/20～21：熊本県内の被災地で情報収集活動
　4/22：第二次部隊が帰県
広域緊急援助隊交通部隊
　4/16：14名（通信隊1名含む）が出動
　4/17～21：熊本市内国道3号線の交通規制
　4/22：帰県
緊急災害警備隊
　4/16：24名が出動
　4/17～19：熊本県内の被災地で活動
　4/20：帰県
警察通信隊
　4/17：2名が出動
　4/18～23：熊本県内の被災地で活動
　4/24：帰県
地域パトロール隊
　4/18：第一次部隊2名が出動
　4/19～27：熊本県内の被災地で活動
　4/27：第一次部隊が帰県、第二次部隊4名が出動
　4/28～5/8：熊本県内の被災地で活動
　5/7：第三次部隊4名が出動
　5/8：第二次部隊4名が帰県
　5/8～17：第三次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/17：第四次部隊4名が出動
　5/18：第三次部隊が帰県
  5/18～27：第四次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/27：第五次部隊4名が出動
　5/28：第四次部隊4名が帰県
　5/28～6/4：第五次部隊が熊本県内の被災地で活動
  6/4：第六次部隊4名が出動
　6/5：第五次部隊4名が帰県
　6/5～11：第六次部隊が熊本県内の被災地で活動
  6/11：第六次部隊4名が帰県
特別機動捜査部隊
　5/ 2：第一次部隊2名が出動
　5/3～9：第一次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/9：第二次部隊2名が出動
  5/10：第一次部隊2名が帰県
　5/10～16：第二次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/16：第三次部隊2名が出動
　5/17：第二次部隊2名が帰県
  5/17～23：第三次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/23：第四次部隊2名が出動
  5/24：第三次部隊2名が帰県
　5/24～30：第四次部隊が熊本県内の被災地で活動
　5/31：第四次部隊2名が帰県
特別交通部隊
　5/13：8名が出動
  5/14～5/21：熊本県内の被災地で活動
　5/21：8名が帰県
　　　　　（現在までに延べ111名が出動）

6 人的 警察庁
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№ 区分 依頼元 担当課 支援内容 対応状況

南阿蘇村での避難所支援

4/20：第1班派遣（島根県4名（うち1名連絡要員）、
      岡山県2名）　※4/21～23活動
4/22：第2班派遣（交替）　※4/23～25活動
　　　（島根県・岡山県・広島県各2名）
4/24：第3班派遣（交替）　※4/25～27活動
　　　（第3班以降島根県・岡山県・広島県各5名）
4/26：第4班派遣（交替）　 ※4/27～29活動
4/28：第5班派遣（交替）　 ※4/29～5/1活動
4/30：第6班派遣（交替）　 ※5/1～5/3活動
5/ 2：第7班派遣（交替）　 ※5/3～5/5活動
5/ 4：第8班派遣（交替）　 ※5/5～5/7活動
5/ 6：第9班派遣（交替）　 ※5/7～5/9活動
5/ 8：第10班派遣（交替）  ※5/9～5/11活動
5/10：第11班派遣（交替）  ※5/11～5/13活動
5/12：第12班派遣（交替）　※5/13～5/15活動
5/14：第13班派遣（交替）　※5/15～5/17活動
5/16：第14班派遣（交替）　※5/17～5/19活動
5/18：第15班派遣（交替）　※5/19～5/21活動
5/20：第16班派遣（交替）　※5/21～5/23活動
5/22：第17班派遣（交替）　※5/23～5/25活動
5/26：帰県（5/25をもって派遣終了）

益城町での避難所支援等
7/22：派遣（６名）　※7/23～27活動
7/28：帰県（7/27をもって派遣終了）

8 人的 国土交通省 都市計画課
被災宅地危険度判定士の
派遣

4/19：派遣可能人数を報告（1班3名）
4/20：派遣決定（1班3名）
4/22：第1班派遣　※23～25日判定活動
4/25：第2班派遣（交替）　※4/26～4/28判定活動
4/28：第3班派遣（交替）　※4/29～5/1判定活動
5/ 1：第4班派遣（交替）　※5/2～4判定活動
5/ 4：第5班派遣（交替）　※5/5～7判定活動
5/ 7：第6班派遣（交替）　※5/8～10判定活動
5/10：第7班派遣（交替）　※5/11～13判定活動
5/13：第8班派遣（交替）　※5/14～16判定活動
5/17：帰県
5/19：第9班派遣　※5/20～22判定活動
5/23：帰県(5/22をもって派遣終了)

9 人的 国土交通省 建築住宅課
地震被災建築物応急危険
度判定士の派遣

4/18：派遣決定（1班6名）
4/19：第1班派遣　※4/20～22判定活動
4/22：第2班派遣（交替）　※4/23～25判定活動
4/25：第3班派遣（交替）  ※4/26～28判定活動
4/28：第4班派遣（交替）　※4/29～5/1判定活動
5/ 2：帰県

10 人的 林野庁 森林整備課
人的支援等の意向調査
（被災状況等調査業務）

4/19：応援派遣可能回答

11 人的 厚生労働省

高齢者福祉課
障がい福祉課
青少年家庭課

子ども・子育て支援課

介護職員、保育士等の
派遣

4/26：派遣可能人数回答
　　　（介護職員等25人、保育士等8人）
5/18：派遣可能人数回答
　　　（介護職員等28人、保育士等7人）
5/19：児童指導員1名、臨床心理士1名を情緒障害児短期
　　　治療施設（熊本市）へ派遣決定
　　　　　　　　　※6/6～9：活動　　6/10：帰県
5/20：介護福祉士1名を介護付有料老人ホーム（宇土市）へ
　　　派遣決定　　※5/24～28：活動　　5/29：帰県
6/3： 介護職員1名を福祉避難所（熊本市）へ派遣決定
　　　　　　　　　※6/9～11：活動　　6/11：帰県
6/10：相談員1名を福祉避難所（熊本市）へ派遣決定
　　　　　　　　　※6/17～23：活動　　6/23：帰県
7/9：看護職員1名を福祉避難所（西原村）へ派遣決定
　　　　　　　　　※7/9～10：活動　　7/10：帰県
7/24：介護職員1名を認知症高齢者グループホーム（南阿蘇村）へ
　　　派遣決定　　※7/24～27：活動　　7/27：帰県
7/26：介護職員2名を福祉避難所（御船町）へ派遣決定
　　　　　　　　　※7/26～28：活動　　7/28：帰県
7/29：社会福祉士1名、理学療法士1名を福祉避難所（御船町）へ
　　 派遣決定　　 ※7/29～31：活動　　7/31：帰県

12 人的 厚生労働省 障がい福祉課 手話通訳者等の派遣 4/26：派遣可能人数回答（7人）

13
人的
物的

日本水道
協会

島根県支部
企業局総務課

①漏水調査要員の派遣
②給水袋の提供可能数量
　の照会

①4/18：応援派遣可能回答
　4/28：派遣決定（1班1名）
　　5/2～5/6　人員1名　漏水調査
　5/6:帰県
②4/18：提供可能数量回答（3000枚）

14 物的 厚生労働省
健康推進課

防災危機管理課
ｱﾚﾙｷﾞｰ対応支援物資
(ｱﾚﾙｷﾞｰ対応ﾐﾙｸ)の提供

4/21：発送

15 物的 消防庁 防災危機管理課
備蓄毛布の提供可能枚数
の照会

4/16：5000枚提供可能と消防庁に回答

16 物的
全国動物管理関係

事業所協議会
中国・四国ﾌﾞﾛｯｸ会

薬事衛生課
動物管理用物資(餌,ｹｰｼﾞ
等)の提供可能数の照会

4/22：提供可能数量回答

17 その他
ＮＰО活動

推進室
被災地に対する救援物資
に関する相談

4/17：相談窓口を開設
4/18：相談業務を開始

18 その他
ＮＰО活動

推進室
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する
情報提供

4/22：ホームページで情報提供を開始

19 その他 総務部総務課
平成28年熊本地震支援金
の募集

4/18：15時より、県庁、地方機関で募集開始
　　　本庁、地方機関に募金箱の設置
6/30:受付終了
7/4 :日本赤十字社島根県支部へ寄託（総額：4,581,028円）

20 その他 税務課
自動車税の納期限の延長
・減免等

4/27：相談窓口の設置
　　　（東部・西部各県民センター）

21 その他
産業振興課
農業経営課

畜産課

公設試験研究機関におけ
る分析等手数料の減免
・産業技術ｾﾝﾀｰ
・農業技術ｾﾝﾀｰ ・畜産技術ｾﾝﾀｰ

4/27：受付開始

7 人的 全国知事会
政策企画監室

人事課
防災危機管理課
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県（受入支援） 平成29年3月31日14時30分 現在

1 建築住宅課 県営住宅の提供

4/21：提供受付開始（約30戸）
4/26：入居（2戸）
5/ 7：入居（1戸）
6/13：退去（1戸）　［入居中計2戸］

2 地域政策課
被災者の方々の受け入れ
相談窓口の開設

開設期間　4/22～
開設場所　地域振興部 地域政策課内

3 地域政策課

被災者生活支援金
・被災された方が、被災地から
  避難して島根県に居住された
  場合に、当面の生活費を支援
・支給額　1世帯：30万円、
  世帯の構成員が1名：15万円

4/28：受付開始
5/6：2件申請 5/12交付決定
5/9：1件申請 5/13交付決定
5/18：1件申請 5/19交付決定
7/1：１件申請 7/7交付決定
7/7：１件申請 7/11交付決定
H29/3/31:終了

4 高齢者福祉課

被災高齢者の施設（軽費
老人ﾎｰﾑ）への受け入れ
支援
・本人利用料の一部を減免

4/28：相談受付開始

5
教育指導課

特別支援教育課
公立学校への転入学相談

受付中
5/19：県立学校受入　1名

6 教育指導課
(子ども安全支援室）

転入した児童生徒への
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
・転入した児童生徒に対する
　カウンセリングを必要に応
　じて実施

転入があった場合には必要に応じ対応

7
学校企画課

特別支援教育課

被災児童・生徒に対する
支援（幼稚園、小・中学
校、特別支援学校、県立
高等学校）
・入学検定料、入学料、授業料
　の免除
・教科書、学用品の実費支援
・寄宿舎、寮費の免除
・入寮支度金の支給
・ＰＴＡ会費等の免除

4/27：受付開始
5/12：1件申請　交付決定 5/12

8 学校企画課
被災生徒（高校生等）に
対する修学資金の貸付

受付中

9 総務部総務課

被災生徒に対する支援
（私立高等学校）
・学校法人が対象者に対して授
　業料等の減免等を行った場合
　その額を助成
　（入学検定料、入学料、授業
　　料、寮費、学用品、ＰＴＡ
　　会費等）

4/27：受付開始

10 熊本市動物愛護
センター 薬事衛生課 譲渡動物の引き受け

4/22：引き受け可能回答
4/26：引き受けの要請
4/28：熊本市動物愛護センターから出雲保健所に
　　　到着（犬 2頭）
5/10：犬1頭の飼い主が決定
5/22：犬1頭の飼い主が決定

対応状況№ 区分 依頼元 担当課 支援内容
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県（県内企業への支援） 平成29年3月31日14時30分 現在

1 中小企業課
県内中小企業からの経営
相談窓口の開設

開設期間　4/26～当分の間
開設場所　34機関
・各商工会議所、各商工会、島根県商工会連合会
　（本所及び石見事務所）
・島根県中小企業団体中央会
・しまね産業振興財団（本所及び石見事務所）
・島根県信用保証協会（本店及び各支店）
・島根県（中小企業課及び西部県民センター商工
　労政事務所）

2 中小企業課

経済変動等資金
「平成28年熊本地震緊急
対策資金」の発動による
資金繰り等支援
・対象：被害や影響を受けた
　　　　中小企業者
・資金使途：運転資金、設備
　　　　　　資金
・限度額：8000万円
・返済期間：10年以内
           （据置2年以内）
・利率：責任共有(80％保証)
        1.35%
　　　　責任共有外(100％保証)
        1.20%
・保証料：0.40%～1.70%
・融資枠：30億円

取扱期間：H28.5/9～H29.3/31
融資申込先：
・各商工会議所、各商工会、島根県商工会連合会
　（本所及び石見事務所）
・島根県中小企業団体中央会
・しまね産業振興財団（本所及び石見事務所）

関係団体分 平成29年3月31日14時30分 現在

1 人的 日本赤十字社
島根県支部

救護班の派遣

松江赤十字病院
　救護班（医師1、看護師3、薬剤師1、連絡員3）
　　4/18：現地到着
　　4/19：22:00～4/20：6:00
　　　　　救護業務を実施（益城町）
　　4/20：22:00～4/21：6:00
　　　　　救護業務を実施（益城町）
　　4/21：撤収
　救護班（医師1、看護師3、薬剤師1、連絡員2）
　　4/27：派遣
　　4/27：20:00～4/28：8:00
　　　　　診療支援（熊本赤十字病院救急外来）
　　4/29：10:00～16:00 救護活動（御船町）
　　4/30：帰県
　救護班（医師2、看護師3、薬剤師1、連絡員2）
　　5/14：派遣
　　5/15：10:30～13:00、17:00～20:00
    5/16：10:30～13:00、17:00～20:00
　　5/17：10:30～17:00
　　　   救護業務を実施（益城町）
　　5/18:帰県
益田赤十字病院
　救護班（医師1、看護師4、薬剤師1、連絡員2）
　　4/16：現地到着
　　4/17～18：救護業務（山都町）
　　4/19：撤収
　救護班（医師2、看護師3、薬剤師1、連絡員2）
　　5/2：派遣
　　5/3：12:00～18:00 救護業務を実施（益城町）
　　5/4：10:00～16:00 教護業務を実施（御船町）
　　5/5：御船町救護所で引継業務後撤収、帰県

対応状況

№ 区分 依頼元 団体名 支援内容

№ 区分 依頼元 担当課 支援内容

対応状況
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№ 区分 依頼元 団体名 支援内容 対応状況

3 人的
島根県

社会福祉協議会
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣

4/28：災害ボランティア隊派遣決定
　5/17～5/21：第１隊24名派遣
　5/31～6/ 4：第２隊25名派遣
　6/14～6/18：第３隊11名派遣
　6/21～6/25：第４隊11名派遣

4 人的
島根県

社会福祉協議会
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ開設
支援

第1班
　5/6～10：職員2名派遣（御船町）
　5/11：帰県
第2班
　5/14～18：職員2名派遣（御船町）
　5/19：帰県
第3班
　6/3～7：職員2名派遣（御船町）
　6/8：帰県
第4班
　6/7～11:市町村社協職員2名派遣（御船町）
　6/12:帰県
第5班
　6/19～23：市町村社協職員2名派遣（御船町）
　6/24：帰県
第6班
　6/23～27：市町村社協職員1名派遣（御船町）
　6/28：帰県
第7班
　6/27～7/1：市町村社協職員1名派遣（御船町）
　7/2：帰県

5 その他 日本赤十字社
島根県支部

義援金の受付
4/15：受付開始（～H30/3/31）
http://www.shimane.jrc.or.jp/

6 その他
島根県共同

募金会
義援金の受付

4/18：受付開始（～H30/3/31）
http://www.akaihane-shimane.jp/

7 その他
市町村共同
募金委員会

義援金の受付
（各市町村社会福祉協議会内）
4/18：受付開始（～H30/3/31）
http://www.akaihane-shimane.jp/260.html

8 その他
総務省

(地方職員共済組合)

地方職員共済組合
島根県支部

地方職員共済会館「ﾎﾃﾙ
宍道湖」での無料宿泊
利用の提供
・被災された方への宿泊利用提供
・宿泊料は無料、食事代は実費

（ホテル宍道湖／TEL：0852-25-1155）
4/15：受付開始
12/30：終了

9 その他 文部科学省
（公立学校共済組合）

公立学校共済組合
島根支部

公立学校共済組合松江宿
泊所「ｻﾝﾗﾎﾟｰむらくも」
での無料宿泊利用の提供
・被災された方への宿泊利用提供
・宿泊料は無料、食事代は実費

（サンラポーむらくも／TEL：0852-21-2670)
 4/20：受付開始
10/31：終了

区分：「人的」「物的」「その他」

松江市上下水道局
　4/18：給水車1台、人員4名で給水活動を開始
        （御船町）
　4/21：人員4名到着 (交替)
　4/23：人員2名到着 (交替)
　4/26：人員3名到着 (交替)
  4/29：人員2名到着 (交替)
　5/ 2：人員2名到着（交替）
　　　　給水車撤収
       （給水活動は日本水道協会九州地方支部に引継）
　5/ 5：技術的支援を終了し撤収、帰県
出雲市上下水道局
　4/19：給水車1台、人員4名で給水活動を開始
       （御船町）
  4/21：人員4名到着 (交替)
　4/23：人員2名到着 (交替)
　4/26：人員2名到着 (交替)
  4/29：人員2名到着 (交替)
　5/ 2：人員1名到着（交替）
　　 　 給水車撤収
       （給水活動は日本水道協会九州地方支部に引継）
　5/ 5：技術的支援を終了し撤収、帰県
益田市水道部
　4/23：人員2名到着
　4/24：給水活動、技術的支援を開始（御船町）
　4/26：人員2名到着 (交替)
　4/29：帰県
安来市上下水道部
　4/23：人員2名到着
　4/24：給水活動、技術的支援を開始（御船町）
　4/26：帰県
　4/29：人員2名到着
　4/30：給水活動、技術的支援を実施（御船町）
  5/ 2：帰県
浜田市上下水道部
　4/26：人員2名到着
　4/27：給水活動、技術的支援を開始（御船町）
　4/29：帰県
大田市上下水道部
　4/29：人員2名到着
  4/30：給水活動、技術的支援を開始（御船町）
  5/ 2：帰県
雲南市水道局
　5/ 2：人員1名到着
　5/ 3：技術的支援を開始 (御船町)
  5/ 5：帰県
島根県管工事業協会
　4/29：日本水道協会島根県支部との災害協定に
　　　　基づき、人員4名が市水道職員に同行
　4/30：市水道職員と共に技術的支援を開始
　　　　（御船町）
　5/ 5：帰県

2 人的
日本水道

協会
島根県支部

給水活動・技術的支援
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